


※（ ）内は対前年度増減額及び増減率
※地方税には、東京都が徴収した市町村税相当分は
含んでいない。

歳入総額

494,995
億円

地方税
194,728億円
（13,118億円増）
（7.2%増）

その他
115,105億円
（▲9,096億円）
（▲7.3%）

地方債
39,746億円
（▲3,226億円）
（▲7.5%）

国庫支出金
51,169億円
（1,899億円増）
（3.9%増）

地方交付税
70,265億円
（▲3,465億円）
（▲4.7%）

うち
住民税（個人分）
72,939億円
（10,555億円増）
（16.9%増）
うち
固定資産税
77,104億円
（1,393億円増）
（1.8%増）

都道府県支出金
23,982億円
（2,146億円増）
（9.8%増）

うち
地方譲与税
5,371億円
（▲8,328億円）
（▲60.8%）

〈歳入総額の状況〉

２ 歳入

歳入総額は49兆4,995億円で、前年度を1,376億円上回り、6年ぶりに増加しました。

地方税は3年連続で増加したものの、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は4年連続で減少し

ています。なお、児童手当制度の拡充や障害者自立支援法の本格施行に係る経費の増加により、国庫

支出金は4年ぶりに増加に転じています。
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〈歳入の推移〉
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３ 決算収支

(1) 実質収支の黒字は全体で1,108億円減少しました。また、実質単年度収支は実質収支が減少に転
じたこと、積立額が減少する一方で、基金の取崩し額が増加したことから大幅に減少し、762億円
の赤字となっています。

(2) 実質収支が赤字の団体は、24団体となりました（平成18年度は25団体）。
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区 分 実質収支 実質単年度収支

10,286億円 ▲762億円平成19年度

平成18年度 11,394億円 1,690億円

対前年度増減 ▲1,108億円 ▲2,452億円

平成15 16 17 18 19 （年度）



４ 財政構造の弾力性

注１ 市町村には、特別区、一部事務組合及び広域連合（以下、一部事務組合及び広域連合を「一部事務組合等」
という ）を含みます

(1) 経常収支比率は、分母である経常一般財源等が地方交付税の減少などにより減少したこ
と、分子である経常経費充当一般財源等が社会保障関係経費の増加などにより増加したこ
とから、全体で1.7ポイント上昇の92.0％となりました。

(2) 実質公債費比率は、都市計画税をその実態に即して公債費充当一般財源等額に反映させ
たことなどにより、全体で2.8ポイント低下の12.3％となりました。

注 実質公債費比率は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定されたものであり、
対象となる市町村は1,810団体です。

区 分 経常収支比率 実質公債費比率

９２．０％ １２．３％平成19年度

平成18年度 ９０．３％ １５．１％

１．７％ ▲ ２．８％対前年度増減

という。）を含みます。
２ 本資料の数値は、特記がある場合を除き、市町村、特別区及び一部事務組合等における決算額の単純合計

額から、一部事務組合等とこれを組織する市区町村との間の相互重複額を控除したものです。
３ 本資料の図表中の数値については、表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない箇所があ

ります。

※ 詳細は別紙のとおりです。

（連絡先）
自治財政局財務調査課
櫻井課長補佐、山本専門官

（直通）03-5253-5649
（代表）03-5253-5111

（内線 5649）
（FAX）03-5253-5650
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〔別　紙〕

〈決算規模の状況〉

〈決算収支の状況〉 （単位：億円）

　 形 式 収 支 ：歳入歳出差引額
実 質 収 支 ：歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
単 年 度 収 支 ：当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
実 質 単 年 度 収 支 ：単年度収支に、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、赤字

　要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額
 

〈実質収支が赤字の団体数について〉

注　（　）内は、打ち切り決算により赤字となった団体数であり、（　）外の団体数の外数である。

1,4681,684

平成18年度（Ｂ）

平成17年度

11,394

14,179 10,902

1,690616

実質単年度収支実質収支

10,286 ▲ 1,071 ▲ 762

単年度収支区　　　　分

12,762

形式収支

決　算　額

平成19年度（Ａ）

14,155

▲ 1,687 ▲ 2,452増減額（Ａ－Ｂ）

平成19年度 平成18年度 増減

▲ 1,393

区　分

▲ 1,108

赤字団体数 24団体(1団体) 25団体(1団体) ▲1団体（0団体）

　

 (1)　歳入、歳出ともに6年ぶりに前年度決算額を上回った。

 (2)　歳入
　　・　歳入総額は、49兆4,995億円で、前年度を1,376億円上回った。
    ・　地方譲与税及び地方交付税等については減少しているものの、地方税、国庫支出金及
　　　び都道府県支出金等が増加。
 (3)　歳出
　　・　歳出総額は、48兆2,233億円で、前年度を2,768億円上回った。
　　・　各団体の歳出削減努力により、職員給、投資的経費等が減少しているものの、制度改
　　　正、自然増等に伴い、社会保障関係経費が増加。

　

２　決算収支

１　決算規模

 (1)　実質収支の合計は、1兆286億円の黒字となっているが、前年度より1,108億円減少。

 (2)　単年度収支の合計は、実質収支の減少に伴い、1,071億円の赤字。

 (3)　実質単年度収支の合計は、実質収支の減少及び積立金の取崩し額の増等に伴い762
　　億円の赤字。
 

 (4)　実質収支が赤字の団体は24団体。

増減率 前年度増減率

歳入総額

歳出総額

区　　分 平成19年度 平成18年度 増減額

▲ 2.3%

▲ 2.2%49兆4,995億円 49兆3,619億円 1,376億円 0.3%

48兆2,233億円 47兆9,465億円 2,768億円 0.6%
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１　決算規模
２　決算収支



〈歳入の状況〉 （単位：億円、％）
平成19年度 平成18年度 比較

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

地方税　　　　　　　　　　　　① 194,728 39.3 181,610 36.8 13,118 7.2

うち住民税（個人分） 72,939 14.7 62,384 12.6 10,555 16.9

うち住民税（法人分） 30,151 6.1 28,360 5.7 1,791 6.3

うち固定資産税 87,289 17.6 85,719 17.4 1,570 1.8

地方譲与税　　　　　　　　　　　　　　  ② 5,371 1.1 13,699 2.8 ▲ 8,328 ▲ 60.8

うち所得譲与税 － － 8,300 1.7 ▲ 8,300 皆減

地方特例交付金等　　 　　　　　　　  ③ 1,337 0.3 5,350 1.1 ▲ 4,013 ▲ 75.0

うち減税補てん特例交付金 － － 5,000 1.0 ▲ 5,000 皆減

うち特別交付金 777 0.2 － － 777 皆増

地方交付税　　　　　　　　　　④ 70,265 14.2 73,730 14.9 ▲ 3,465 ▲ 4.7

地方消費税交付金等各種交付金　⑤ 19,907 4.0 19,971 4.0 ▲ 64 ▲ 0.3

291,608 58.9 294,360 59.6 ▲ 2,752 ▲ 0.9

282,792 57.1 279,758 56.7 3,034 1.1

国庫支出金 51,169 10.3 49,270 10.0 1,899 3.9

都道府県支出金 23,982 4.8 21,836 4.4 2,146 9.8

39,746 8.0 42,972 8.7 ▲ 3,226 ▲ 7.5

うち退職手当債 1,356 0.3 636 0.1 720 113.1

うち減税補てん債 － － 1,721 0.3 ▲ 1,721 皆減

うち臨時財政対策債 11,091 2.2 12,297 2.5 ▲ 1,206 ▲ 9.8

88,490 18.0 85,181 17.3 3,309 3.9

14,089 2.8 12,136 2.5 1,953 16.1

10,176 2.1 9,251 1.9 925 10.0

494,995 100.0 493,619 1.0 1,376 0.3

注1　地方税には、東京都が徴収した市町村税相当額は含まない。ただし、内訳の数値には含んでいる。
　2　国庫支出金には、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含み、交通安全対策特別交付金は除く。
　3　〔参考〕は地方財政計画における一般財源の範囲を積み上げたものである。また、平成18年度における数値は『①＋
　　②(所得譲与税除き)＋③(うち減税補てん特例交付金)＋④＋減税補てん債＋臨時財政対策債』で計算した数値である。

その他

歳入合計

うち特別区財政調整交付金

うち繰入金

区　　分

（一般財源）①+②+③+④+⑤

[参考]①＋②＋③＋④＋臨時財政対策債

地方債

　 (1)  地方税
　　　平成18年度税制改正による所得税からの税源移譲や定率減税の廃止及び固定資産税の増収
　　等に伴い、前年度より１兆3,118億円増加(7.2%増)の19兆4,728億円。なお、歳入総額に占め
　　る割合は前年度より2.5ポイント上昇の39.3%。

 (2)　地方譲与税
　　　税源移譲に係る所得譲与税の廃止等に伴い、前年度より 8,328億円減少(60.8%減)の5,371
    億円。

 (3)  地方特例交付金等
 　　 減税補てん特例交付金の廃止等に伴い、前年度より4,013億円減少(75.0%減)の1,337億円。

 (4)  地方交付税
  　　前年度より3,465億円減少(4.7%減)の7兆265億円。

 (5)  一般財源
      地方交付税等が減少したことから前年度決算額を下回っており、歳入総額に占める割合も
　　前年度より0.7ポイント低下の58.9%。

 (6)  国庫支出金
　　　障害者自立支援給付費負担金及び児童手当交付金等の増加に伴い、前年度より 1,899億円
    増加 (3.9%増)の5兆1,169億円。

 (7)  地方債
      減税補てん債の皆減等により、前年度より3,226億円減少(7.5%減)の3兆9,746億円。

３　歳　　入

5 ３　歳入（その１）
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〈市 町 村 税 の 推 移〉

（単位：億円、％）

区分
平成19年度
収入額

増減率
 前年度
 増減率

その他 5,101 3.8 2.1

都市計画税 12,016 1.7 ▲ 4.2

市町村たばこ税 8,530 ▲ 1.0 2.0

固定資産税 87,289 1.8 ▲ 3.3

法人分 30,151 6.3 15.4

個人分 72,939 16.9 9.5

合計 216,026 7.0 3.1

注　収入額は、地方税の決算額に、東京都が徴収した市町

　村税相当額（2兆1,298億円）を加算した額である。

33.8

29.7 28.7 29.1
30.9

33.8%

11.9

10.5 11.6
12.6

14.1

14.0%

41.6

46.2 46.2
45.3

42.5

40.4%

3.8

4.5 4.6
4.3

4.3

3.9%

6.3

6.5 6.5
6.3

5.9

5.6%

2.6

2.6 2.4
2.4

2.3

2.3%
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平成9 15 16 17 18 19 （年度）

（兆円）

15.8

2.2 3.6 4.0
3.8

4.0
9.1 10.2 10.3

10.4
10.0

4.8 4.4 4.2
4.4

4.4

12.3 12.1 10.4 9.3
8.7

18.0 17.9 19.1 18.5 17.3

36.5
33.7 34.0 35.0 36.8 39.3%

1.3
1.0 1.5 2.0

2.8 1.1%1.3 1.3
1.3

1.1 0.3%

15.8 15.2 15.3

14.9
14.2%

4.0%

10.3%

4.8%

8.0%

18.0%

市
町
村
民
税

  平成9　　  　  　15　　　　    16　　 　　 　17　　   　 　18　　  　  　　19　　 （年度）

  注　（　）の数値は、歳入総額に占める一般財源の構成比である。

(55.3) (58.9%)(55.8) (59.6)(56.0) (57.4)

一
般
財
源

その他

地方債

国庫支出金

地方交付税

地方特例
交付金等

地方税

地方消費税交付金
等各種交付金

地方譲与税

都道府県支出金

<歳入決算額構成比の推移>

< 市 町 村 税 の 推 移 >

527,854　　　511,958　　　 506,500　　　504,786　　  493,619　　  494,995（億円）

212,077 201,819195,775189,726 190,518 216,026 （億円）

6 ３　歳入（その２）



　　〈性質別歳出決算の状況〉

　

（性質別）
 (1)  義務的経費
　　・　人件費は、各団体の行政改革努力により職員給が 1,397億円減少したものの、団塊
　　　世代の職員の退職に伴い退職金が2,203億円増加したこと等により、全体として454億
      円増加。
　　・　扶助費は、児童手当制度の拡充や障害者自立支援法の本格施行に係る経費等の増に
　　　より増加。
　　・　公債費は、臨時財政対策債や合併特例事業債等の償還額の増により増加。

 (2)　投資的経費
　　・　投資的経費の大部分を占める普通建設事業費は、事業の抑制に伴う単独事業費の減
　　　により減少。
　　・　また、豪雨災害等の減少により、災害復旧事業費が減少。

 (3)  その他の経費
　　・　物件費は、参議院議員通常選挙等の執行経費及び後期高齢者医療制度の施行準備に
　　　係る経費等の増により増加。
　　・　年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金や公債費対策のための減債基
　　　金等への積立金は減少。

４　歳　　出

（単位：億円、％）

平成19年度 平成18年度 比　　　　　較 前年度

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 増減率

義務的経費 239,998 49.8 235,229 49.1 4,769 2.0 ▲ 1.0

101,694 21.1 101,240 21.1 454 0.4 ▲ 1.3

73,394 15.2 69,398 14.5 3,996 5.8 3.4

64,911 13.5 64,590 13.5 321 0.5 ▲ 4.9

投資的経費 67,685 14.0 71,156 14.8 ▲ 3,471 ▲ 4.9 ▲ 6.3

66,024 13.7 68,725 14.3 ▲ 2,701 ▲ 3.9 ▲ 5.5

　うち補助事業費 23,676 4.9 23,785 5.0 ▲ 109 ▲ 0.5 ▲ 0.1

　うち単独事業費 39,354 8.2 41,672 8.7 ▲ 2,318 ▲ 5.6 ▲ 8.3

1,627 0.3 2,224 0.5 ▲ 597 ▲ 26.9 ▲ 28.2

　うち補助事業費 1,301 0.3 1,821 0.4 ▲ 520 ▲ 28.6 ▲ 30.6

　うち単独事業費 325 0.1 403 0.1 ▲ 78 ▲ 19.3 ▲ 15.1

34 0.0 207 0.0 ▲ 173 ▲ 83.5 45.9

　うち補助事業費 29 0.0 189 0.0 ▲ 160 ▲ 84.7 53.1

　うち単独事業費 5 0.0 18 0.0 ▲ 13 ▲ 71.1 ▲ 2.4

その他の経費 174,550 36.2 173,080 36.1 1,470 0.8 ▲ 2.2

61,123 12.7 59,258 12.4 1,865 3.1 ▲ 4.1

11,457 2.4 12,614 2.6 ▲ 1,157 ▲ 9.2 ▲ 23.4

歳出合計 482,233 100.0 479,465 100.0 2,768 0.6 ▲ 2.3

区　　　分

普通建設事業費

災害復旧事業費

失業対策事業費

人件費

扶助費

公債費

内

訳

うち物件費

内

訳

うち積立金

7 ４　歳出（その１）



　

 (1)  総務費は、参議院議員通常選挙や統一地方選挙等の執行経費等の増により増加。

 (2)　民生費は、児童手当制度の拡充や障害者自立支援法の本格施行に係る経費等の
　　増により増加。

 (3)　労働費は、産炭地域開発就労事業の終了などにより減少。

 (4)  農林水産業費及び土木費は、普通建設事業費等の減により減少。

 (5)  災害復旧費は、豪雨災害等が減少したことに伴い減少。

 (6)  公債費は、臨時財政対策債や合併特例事業債等の償還額の増により増加。

（目的別）

〈目的別歳出決算の状況〉

平成19年度 平成18年度 比　 　　較 前年度

決算額 構成比 決算額 構成比 増  減  額 増減率 増減率

総務費 62,633 13.0 61,333 12.8 1,300 2.1 ▲ 3.8

民生費 135,449 28.1 130,144 27.1 5,305 4.1 1.6

衛生費 41,711 8.6 42,303 8.8 ▲ 592 ▲ 1.4 ▲ 2.9

労働費 1,313 0.3 1,519 0.3 ▲ 206 ▲ 13.5 ▲ 0.1

農林水産業費 12,987 2.7 13,824 2.9 ▲ 837 ▲ 6.1 ▲ 6.9

商工費 16,336 3.4 16,269 3.4 67 0.4 0.9

土木費 70,591 14.6 72,131 15.0 ▲ 1,540 ▲ 2.1 ▲ 3.7

消防費 16,779 3.5 16,708 3.5 71 0.4 ▲ 0.4

教育費 51,675 10.7 52,132 10.9 ▲ 457 ▲ 0.9 ▲ 1.8

災害復旧費 1,627 0.3 2,226 0.5 ▲ 599 ▲ 26.9 ▲ 28.2

公債費 64,989 13.5 64,693 13.5 296 0.5 ▲ 4.9

その他 6,143 1.3 6,183 1.3 ▲ 40 ▲ 0.7 ▲ 8.3

歳出合計 482,233 100.0 479,465 100.0 2,768 0.6 ▲ 2.3

(単位：億円、％)

区  　　　　分

8 ４　歳出（その２）



12.2 12.9 12.9 13.0 12.8

19.7
24.0 25.3 27.1

5.0

3.7 3.3

21.0 16.9 16.0 15.3 15.0

3.3 3.4 3.4 3.4 3.5

12.4 11.3 11.1 10.8 10.9

0.5
0.3 0.5 0.6 0.5

10.9 13.3 13.3 13.9 13.5

2.1 1.7 1.8 1.7 1.6

13.0%

26.1 28.1%

9.3

9.1
9.0 8.9 8.8 8.6%

3.0 2.9 2.7%
3.6

3.4 3.4 3.3 3.4 3.4%

14.6%

3.5%

10.7%

0.3%

13.5%

1.6%

平成9 15 16 17 18 19

21.4 21.3 21.1 20.9 21.1

10.9

13.2 13.3 13.8 13.5

11.2

12.4 12.7 12.6 12.4

3.6
3.6 3.6 3.4 3.5

21.1%

9.5 12.0 13.1 13.7 14.5 15.2%

13.5%

26.6
17.8 16.0 14.8 14.3 13.7%

0.5
0.3 0.5 0.7 0.5 0.3%

12.7%

6.5
6.9 6.9 6.7 6.8 6.8%

2.3
2.1 2.2 2.7 2.6 2.4%

3.4%

7.5
10.4 10.6 10.7 10.8 10.9%

平成9 15 16 17 18 19

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

（年度）

（年度）

教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産
業費

衛生費

公債費

災害復旧費

民生費

総務費

その他

貸付金

積立金

物件費

補助費等

普通建設
事業費

災害復旧事業
費及び失業対
策事業費

公債費

扶助費

人件費

<歳出決算額の性質別構成比の推移>

<歳出決算額の目的別構成比の推移>

514,082　　 　497,846　　  492,578　   　490,607　　   479,465       482,233（億円）

その他
514,082　　 　　497,846　　　   492,578　  　  490,607　　     479,465         482,233（億円）

9 ４　歳出（その３）



【参考】

　注1　大都市：政令で指定する人口50万人以上の市

　　　 中核市：政令で指定する人口30万人以上の市で、人口50万人未満の場合は

　　　　　　　　面積が100平方キロメートル以上の市

　　　 特例市：政令で指定する人口20万人以上の市

　　　 中都市：大都市、中核市及び特例市以外の市のうち人口10万人以上の市

　　　 小都市：大都市、中核市及び特例市以外の市のうち人口10万人未満の市

　　2 （　）内の金額は、各団体区分ごとの一団体平均の一般財源等の額である。

(3,961億円) (1,037億円) (625億円) (383億円) (154億円) (46億円)

公債費
18.6%

消防費
5.1%

教育費
10.8%

民生費
17.1%

衛生費
10.2%

土木費
8.8%

農林水
産業費
4.7%

労働費・
商工費
1.7%

総務費
16.3%

その他
6.7%

地方税
35.9%

地方
交付税
 42.8%

その他
17.3%

公債費
18.0%

消防費
4.9%

教育費
10.7%

民生費
20.3%

衛生費
10.5%

土木費
10.2%

農林水
産業費
3.5%

労働費・
商工費
1.9%

総務費
14.4%

その他
5.6%

地方税
46.2%

地方
交付税
33.8%

その他
16.4%

公債費
15.8%

消防費
4.8%

教育費
12.2%

民生費
22.7%

衛生費
9.9%

土木費
12.3%

農林水
産業費
1.9%

労働費・
商工費
1.6%

総務費
13.9%

その他
4.9%

地方税
64.0%

地方
交付税
15.9%

その他
16.9%

公債費
15.7%

消防費
4.7%

教育費
12.1%

民生費
23.4%

衛生費
10.0%

土木費
14.5% 農林水

産業費
1.4%

労働費・
商工費
1.6%

総務費
12.4%

その他
4.2%

地方税
71.0%

地方
交付税
9.7%

その他
16.0%

公債費
17.5%

消防費
4.3%

教育費
11.7%

民生費
24.1%

衛生費
9.7%

土木費
13.6%

農林水
産業費
1.7%

労働費・
商工費
1.7%

総務費
11.5%

その他
4.2%

地方税
67.0%

地方
交付税
14.7%

臨時
財政

対策債
2.9%

その他
15.4%

公債費
20.2%

消防費
4.3%

教育費
11.4%

民生費
25.2%

衛生費
8.6%

土木費
14.9%

農林水
産業費
0.6%

労働費・
商工費
1.8%

総務費
9.6%

その他
3.4%

地方税
70．8%

地方
交付税
7.9%

その他
 17.8%

0%

100%

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

<目的別歳出充当一般財源等の状況：団体区分別>

一般　 目的別
財源等 歳出充当
　　　 一般財源
　　　 等内訳

臨時
財政
対策債
3.5%

大都市 中核市 中都市 小都市 町村特例市

臨時
財政
対策債
4.0%

臨時
財政
対策債
 3.6%

臨時
財政
対策債
3.3%

臨時
財政
対策債
3.2%

10 ４　歳出（その４）



注　実質公債費比率は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定されたものであり、対象となる市町村は1,810
　団体である。

〈財政指標の状況〉

経常収支比率 実質公債費比率 起債制限比率 財政力指数

平成19年度 92.0% 12.3% 11.1% 0.55

平成18年度 90.3% 15.1% 11.3% 0.53

対前年度増減 1.7% ▲2.8% ▲0.2% 0.02

注1　 経常収支比率、実質公債費比率及び起債制限比率は加重平均である。財政力指数は単純平均である。

  　を除く（以下の図表において同じ。）。

〈経常収支比率の段階別団体数の状況〉

　 2　 経常収支比率及び財政力指数は特別区及び一部事務組合を除き、実質公債費比率及び起債制限比率は特別区を含み一部事務組合

区 分

全　　体

　

 (1)  経常収支比率
　　・　前年度より1.7ポイント上昇し、92.0%。
　　・　分母については、地方税等が増加したものの、地方譲与税、地方交付税等の経常一般財源等の減少
　　　により 1.6ポイント減少。分子である経常経費充当一般財源等は、扶助費等の増加により増加したこ
　　　とから、全体として1.7ポイント上昇。

 (2)  実質公債費比率
　　・　前年度より2.8ポイント低下し、12.3%。
　　・　分母については、地方税等の標準税収入額等が増加したことなどにより、0.5%増加。分子について
　　　は、都市計画税をその実態に即して公債費充当一般財源額に反映させたことなどにより、18.6%減少。
　
 (3)  起債制限比率
　　・　前年度より0.2ポイント低下し、11.1%。
　　・　分母については、地方税等の標準税収入額等が増加したことにより、0.4%増加。分子については、
　　　公債費の控除要素である災害復旧費等に係る基準財政需要額が増加したことから、1.6%減少。

87.4
87.4

90.5 90.2 90.3
92.0

85.0

87.0

89.0

91.0

93.0

平成14 15 16 17 18 19

５　財政構造の弾力性

（年度）

 <経常収支比率の推移>

11.4

11.3

10.9

11.0

11.2 11.1

10.7

10.9

11.1

11.3

11.5

平成14 15 16 17 18 19

 <起債制限比率の推移>

(年度)

(年度)

(％)(％)

区分 80％未満
80％以上
90％未満

90％以上
100％未満

100％以上 合計

118 620 962 93 1,793
(6.6%) (34.6%) (53.7%) (5.2%) (100.0%)
144 712 866 82 1,804

(8.0%) (39.5%) (48.0%) (4.5%) (100.0%)

平成19年度

平成18年度

11 ５　財政構造の弾力性



【参考】

＜実質赤字比率の状況＞

平成19年度

  ※一部事務組合等を含まないため、普通会計決算における実質収支が赤字の団体数（24団体）と異なります。

＜連結実質赤字比率の状況＞

平成19年度

＜実質公債費比率の段階別団体数の状況＞

平成19年度

＜将来負担比率の状況＞

平成19年度

(参考）健全化判断比率に係る早期健全化基準等

※3年間（平成21年度～平成23年度）の経過的な基準（市区町村は40%→40%→35%）を設けている。

71 11 2

23 2 1

区分 実質赤字額がある団体数
うち早期健全化基準以上

うち財政再生基準以上

（注）本資料は、平成20年11月28日公表の「平成19年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（確報）」に基づき、
　　　1,810市区町村の状況を簡潔に取りまとめたものであるため、詳細については当該資料をご確認下さい。

区分 連結実質赤字額がある団体数
うち早期健全化基準以上

うち財政再生基準以上

区分 １８％未満
１８％以上
２５％未満

２５％以上
３５％未満

31 2 1,810

３５％以上
合計

（早期健全化基準以上） （財政再生基準以上）

区分 将来負担比率が早期健全化基準以上の団体数

5

1,376 401

区分 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 市区町村：財政規模に応じ11.25%～15% 市区町村：20%

将来負担比率
政令市：400%
市区町村：350%

－

連結実質赤字比率 市区町村：財政規模に応じ16.25%～20% 市区町村：30%※

実質公債費比率 市区町村：25% 市区町村：35%

健全化判断比率の状況

12 ５　財政構造の弾力性



  

〈地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担の状況〉

〈（参考）積立金の増減額〉

積立額 取崩し額 積立金増減額

1兆2,969億円 1兆1,845億円 1,124億円

財政調整基金 5,145億円 4,764億円 381億円

減債基金 1,285億円 1,736億円 ▲ 450億円

その他特定目的基金 6,539億円 5,345億円 1,194億円

区　分

積立金総額

内
訳

注　積立金増減額とは、積立額（歳出決算額＋歳計剰余金処分による積立て）から取崩し額を差し引いたものである。

注　地方債現在高は、特定資金公共投資事業債を除いた額である。

平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
前年度
増減率

地方債現在高　 　Ａ 58兆5,671億円 59兆9,256億円 ▲ 1兆3,585億円 ▲2.3% ▲1.5%

債務負担行為額　Ｂ 6兆6,572億円 6兆7,237億円 ▲ 665億円 ▲1.0% ▲0.2%

積立金現在高　 　Ｃ 9兆8,379億円 9兆7,255億円 1,124億円 1.2% 4.4%

財政調整基金 3兆3,785億円 3兆3,404億円 381億円 1.1% 5.0%

減債基金 1兆  235億円 1兆  685億円 ▲ 450億円 ▲4.2% 1.1%

その他特定目的基金 5兆4,358億円 5兆3,164億円 1,194億円 2.2% 4.7%

Ａ＋Ｂ－Ｃ 55兆3,864億円 56兆9,238億円 ▲ 1兆5,374億円 ▲2.7% ▲2.3%

区　　分

内
訳
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70

平成9 15 16 17 18 19 （年度末）

（兆円）
積立金現在高

債務負担行為額

地方債現在高

　

　(1)　地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担は、地方債現在高の減少及び積
　　 立金現在高の増加により、前年度末と比べ1兆5,374億円減の55兆3,864億円となった。

  (2)　積立金現在高については減債基金が減少したものの、財政調整基金及びその他特定目的
　　 基金が増加したことにより、全体として1,124億円の増加となっている。

56兆9,238億円 55兆3,864億円地方債現在高＋債務負担行為額－積立金現在高

６　地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担

<地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担の推移>

13 ６　地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担



【参考】 

決算収支及び財政分析指標について（解説） 

 

 

○ 実質収支と実質単年度収支 

 

・ 実質収支とは、歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額（形式収

支）から、翌年度への繰越し財源（継続費の逓次繰越［執行残額］、繰越明許

費繰越等に伴い翌年度へ繰り越すべき財源）を差し引いたもの。これには過

去からの収支の赤字・黒字要素が含まれている。 

 

・ 実質単年度収支とは、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額（単

年度収支）から、実質的な赤字・黒字要素（財政調整積立金、財政調整基金

の取崩し、地方債繰上償還）を加減したもの。当該年度だけの実質的な収支

を把握するための指標。 

 

実質単年度収支＝当該年度実質収支－前年度実質収支＋財政調整基金積立額 

＋地方債繰上償還額－財政調整基金取崩し額 

 

＊ 実質収支と実質単年度収支の相違点 

 

・ 実質収支には前年度以前からの収支の累積が含まれている。 

・ 前年度からの影響を遮断し、当該年度のみの実質的な収支状況を示した

ものが実質単年度収支。 

・ 実質収支が黒字であっても、実質単年度収支が赤字であれば、前年度ま

での黒字のおかげで当該年度もかろうじて黒字となっていることを示して

いる。この状態が続けば、やがて実質収支も赤字となる。 

・ 地方財政の健全性（決算収支の均衡）の判断は、実質収支が黒字か否か

を見るだけでは不十分。実質収支が前年度と比べてどう増減したのか（単

年度収支）に加え、それに基金の積立てや取崩し・地方債の繰上償還など

を考慮した場合はどうか（実質単年度収支）を併せて見る必要がある。 

 
 
○ 経常収支比率 
 

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的

に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常

的に支出される経費に充当されたものが占める割合。 

 

14 



 

経常収支比率 ＝ 
人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等 

×100  
 経常一般財源等（地方税＋普通交付税等） 

    ＋減収補てん債特例分＋臨時財政対策債 

 

 

○ 実質公債費比率 

 

 地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常

的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金など

の公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が

措置されるものを除く）に充当されたものの占める割合の前 3 年度の

平均値。地方債協議制度の下で、18%以上の団体は、地方債の発行に際

し許可が必要となる。さらに、25%以上の団体は地域活性化事業等の単

独事業に係る地方債が制限され、35%以上の団体は、これらに加えて一

部の一般公共事業債等についても制限されることとなる。 

 

   

 

 

 

 A：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く） 

 B：地方債の元利償還金に準ずるもの（「準元利償還金」） 

 C：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 

 D：地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用 

いる基準財政需要額に算入された額（「歳入公債費の額」）及び準元利 

償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需 

要額に算入された額（「算入準公債費の額」） 

 E：標準財政規模（「標準的な規模の収入の額」） 

  F：臨時財政対策債発行可能額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費比率 ＝ 
 （A＋B）－（C＋D）

E＋F－D 

 

＊実質公債費比率の算定において除かれる元利償還金（上記 A関連） 
 ①繰上償還を行ったもの 
 ②借換債を財源として償還を行ったもの 
 ③満期一括償還方式の地方債の元金償還金 
 ④利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの 
＊「準元利償還金」（上記 B関連） 
 ①満期一括償還方式の地方債の 1 年当たりの元金償還金相当額 
 ②公営企業債の元利償還金に対する普通会計からの繰入金 
 ③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等 
 ④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（PFI 事業に係る委託料、国営

事業負担金、利子補給など） 
 ⑤一時借入金の利子 
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○ 起債制限比率 

 

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的

に収入される財源のうち、公債費（普通交付税が措置されるものを除く）

に充当されたものの占める割合の前 3年度の平均値。 

 

 

 

 

 

A：①元利償還金（公営企業債分及び繰上償還分を除く） 

        ＋ 

②公債費に準ずる債務負担行為に係る支出 

（施設整備費、用地取得費に相当するものに限る） 

        ＋ 

③五省協定・負担金等における債務負担行為に係る支出 

B：A に充てられた特定財源 

C：普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入 

された公債費 

D：標準財政規模 

E：普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入さ 

れた公債費（普通会計に属する地方債に係るものに限る） 

F：臨時財政対策債発行可能額 

G：事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負 

担行為に係る支出 
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  起債制限比率 ＝   A－（B＋C＋E＋G） 

（D＋F）－（C＋E＋G）




